
○
農
林
水
産
省
令
第
百
二
十
号

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
号
）
及
び
主

要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
四
十
七
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
五
条
第

一
項
及
び
第
三
項
第
三
号
（
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
九
十
八
号
）
第

四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
条
第
三
項
、
第

二
十
三
条
、
第
二
十
九
条
、
第
四
十
七
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
並
び
に
第
五
十
三
条
第
一
項
、
同
令
第
三
条
並
び
に
農
産
物

検
査
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価

格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
農
産
物
検

査
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
農
産
物
検
査
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省



令

（
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
農
林
水
産
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
を
削
る
。

「
第
一
章

総
則
」
を
削
る
。

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
基
本
指
針
）

第
一
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
二
回
、
十
一
月
三
十
日
及
び
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
主
要
食
糧

の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
基
本
指
針

を
見
直
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

（
生
産
調
整
方
針
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
規
模
）

第
二
条

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
農
林
水
産
省



令
で
定
め
る
規
模
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
の
米
穀
の
生
産
予
定
数
量
若
し
く
は
出
荷
予
定

数
量
又
は
当
該
年
の
前
年
の
米
穀
の
生
産
数
量
若
し
く
は
出
荷
数
量
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
量
が
二
十
ト
ン
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

（
生
産
調
整
方
針
の
認
定
申
請
手
続
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
生
産
調
整
方
針
を
地

方
農
政
事
務
所
長
（
地
方
農
政
局
が
所
在
す
る
府
県
に
あ
っ
て
は
地
方
農
政
局
長
、
北
海
道
に
あ
っ
て
は
北
海
道
農
政
事

務
所
長
。
第
三
十
四
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
産
調
整
方
針
の
認
定
基
準
）

第
四
条

法
第
五
条
第
三
項
第
三
号
（
令
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
生
産
調
整
方
針
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
の
指
定
の
申
請
）

第
五
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

事
務
所
の
所
在
地

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
謄
本

二

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
面

四

法
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

五

法
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

六

も
ち
米
の
需
給
の
安
定
に
係
る
業
務
そ
の
他
の
米
穀
の
安
定
供
給
の
確
保
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
業
務
（

法
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

（
機
構
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
六
条

法
第
八
条
第
一
項
の
米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。

一

変
更
後
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
日

三

変
更
の
理
由

「
第
二
章

米
穀
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
」
、
「
第
一
節

計
画
的
な
流
通
の
確
保
に
関
す
る
措

置
」
及
び
「
第
一
款

生
産
者
」
を
削
る
。

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
七
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
業
務
規
程
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

貸
付
金
の
使
途

二

保
証
に
係
る
債
務
の
種
類

三

業
務
に
必
要
な
資
金
の
造
成
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
法
第
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
実
施
す
る
上
で
必
要
な
事
項



（
業
務
規
程
の
認
可
の
基
準
）

第
八
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
認
可
の
基
準
は
、
法
第
九
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実

施
す
る
上
で
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
九
条

機
構
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
前
段
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
開
始
前
に
（
法
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
事

業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
分
経
理
の
方
法
）

第
十
条

機
構
は
、
法
第
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
「
貸
付
業
務
」
と
い
う
。

）
に
係
る
経
理
及
び
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
以
下
「
債
務
保
証
業
務
」
と
い
う

。
）
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
勘
定
を
設
け
、
貸
付
業
務
に
係
る
経
理
、
債
務
保
証
業
務
に
係
る
経
理
及



び
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
経
理
は
、
前
項
の
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
に
お
い
て
整
理
す
る

も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
章
第
一
節
第
二
款
か
ら
第
四
款
ま
で
を
削
る
。

「
第
五
款

自
主
流
通
米
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
」
を
削
る
。

第
六
十
二
条
の
見
出
し
中
「
自
主
流
通
米
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
」
を
「
米
穀
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第

四
十
九
条
各
号
」
を
「
第
十
九
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
六
十
三
条
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
の
自
主
流
通
米
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
の
米
穀
価
格
形
成

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
六
十
四
条
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
価
格
形
成
施
設
」
を
「
法

第
十
九
条
第
一
号
の
価
格
形
成
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
価
格
形
成
施
設
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号



中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
「
行
う
」
の
下
に
「
こ
と
が
で
き
な
い
」
を
加
え
、
同
条
中
第

四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

売
買
取
引
の
決
済
に
関
す
る
事
項

第
六
十
四
条
に
次
の
一
号
及
び
一
項
を
加
え
る
。

八

売
買
取
引
に
関
し
必
要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
委
員
会
（
次
項
第
四
号
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
設

置
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

２

前
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

委
員
の
要
件
に
関
す
る
事
項

二

委
員
の
身
分
保
障
に
関
す
る
事
項

三

委
員
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

四

委
員
会
の
意
見
に
関
す
る
事
項

第
六
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
六
十
五
条
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
九
条
第
一
号
」
を
「
第
十
九
条
第
一
号



」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
二
を
削
る
。

第
六
十
六
条
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
、
「
自
主
流
通
米
」
を
「
米
穀
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条

と
す
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
前
段
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
前
段
」
に
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」

を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
六
十
八
条
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
米
穀
の
政
府
買
入
れ
及
び
政
府
売
渡
し
）

第
十
八
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
米
穀
の
買
入
れ
又
は
売
渡
し
を
随
意
契
約
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
米

穀
の
需
給
状
況
を
参
酌
し
、
買
入
れ
又
は
売
渡
し
の
相
手
方
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
米
穀
の
買
受
資
格
者
）



第
十
九
条

法
第
二
十
九
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

米
穀
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
す
る
製
造
又
は
加
工
の
事
業
を
行
う
者

二

米
飯
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者

三

国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
買
い
入
れ
た
米
穀
を
公
共
用
、
公
用

又
は
公
益
事
業
の
用
に
供
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

第
二
章
第
二
節
を
削
る
。

「
第
三
節

政
府
以
外
の
者
の
行
う
輸
入
及
び
輸
出
」
を
削
る
。

第
七
十
一
条
中
「
第
三
十
九
条
第
三
号
」
を
「
第
七
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第

二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条
第
二
項
（
令
第
四
十
条
第
五
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
条
第
三
項
（
令
第
四
十
条
第
五
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
第
四
十
条
第
四
項
」
を
「
第
八
条
第
四
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
十
条
第
六
項
」
を
「
第
八
条
第
六
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号



」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
十
五
条
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五

号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
七
十
四
条
中
「
第
六
十
五
条
の
三
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
」
を
「
別
記
様
式
第
六
号

」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
七
十
五
条
中
「
第
四
十
条
の
三
第
八
号
」
を
「
第
十
条
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
七
条
を
削
る
。

「
第
三
章

麦
そ
の
他
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
」
を
削
る
。

第
七
十
八
条
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
七
十
九
条
中
「
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
五
項
（
法
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
八
十
条
中
「
第
四
十
四
条
第
三
号
」
を
「
第
十
四
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
八
十
一
条
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「



第
四
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、
「
第
四
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二

号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
七
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に

、
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」
に
、
「
別

記
様
式
第
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
の
届
出
）

第
二
十
九
条

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
当
該
年
度
の
米
穀
の
出
荷
予
定
数
量
若
し
く

は
販
売
予
定
数
量
又
は
前
年
度
の
米
穀
の
出
荷
数
量
若
し
く
は
販
売
数
量
の
い
ず
れ
か
大
き
い
数
量
が
二
十
精
米
ト
ン
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
届
出
書
を
農
林
水
産

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
の
事
業
の
開
始
予
定
時
期
及
び
同
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
時
点
に
お
け
る
年
間
出
荷
予
定
数
量
又
は
年
間
販
売
予
定
数
量
と
す
る
。

４

第
一
項
及
び
前
項
の
出
荷
予
定
数
量
、
販
売
予
定
数
量
、
出
荷
数
量
及
び
販
売
数
量
に
は
、
自
ら
生
産
し
た
米
穀
で
あ



っ
て
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
出
荷
し
、
又
は
販
売
す
る
も
の
の
数
量
は
含
ま
な
い
も

の
と
す
る
。

５

法
第
四
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
又
は
第
十
二

号
に
よ
る
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
業
者
の
帳
簿
）

第
三
十
条

法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
帳
簿
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

米
穀
の
種
類
別
の
出
荷
数
量
又
は
販
売
数
量
（
自
ら
生
産
し
た
米
穀
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
た
者
に
出
荷
し
、
又
は
販
売
す
る
も
の
の
数
量
は
含
ま
な
い
。
）

二

自
ら
生
産
し
た
米
穀
の
み
の
出
荷
又
は
販
売
を
行
う
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

米
穀
の
種
類
別
の
出
荷
若
し
く
は
売
渡
し
の
委
託
を
受
け
た
数
量
又
は
買
受
数
量

ロ

米
穀
の
種
類
別
の
在
庫
数
量

２

前
項
の
帳
簿
は
、
毎
月
末
ま
で
に
、
前
月
中
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。



３

第
一
項
の
帳
簿
は
、
当
該
帳
簿
に
最
終
の
記
載
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
第
四
章

雑
則
」
を
削
る
。

第
八
十
二
条
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
八
十
三
条
中
「
第
七
十
四
条
」
を
「
第
五
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
八
十
四
条
中
「
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
二
十
号
」
を
「

別
記
様
式
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
並
び
に
令
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
章
第
二
節
第
二
款
」
を
「
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六

十
五
条
の
二
及
び
第
六
十
五
条
の
三
」
を
「
第
四
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
七
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五

十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
令
第
四
十
五

条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
令
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す

る
。別

記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（第３条関係）別記様式第１号

米穀の生産調整に関する方針認定申請書

年 月 日

地方農政事務所長 殿

住所作成者

氏名 法人にあっては、名称

及び代表者の氏名

米穀の生産調整に関する方針について、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第

５条第１項の規定に基づく認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

米穀の生産調整に関する方針

１ 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標の設定方針

２ 生産数量目標を達成するためにとるべき措置

備考

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。



別
記
様
式
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
る
。

第
条
関
係

第
条
関
係

第
別
記
様
式
第
十
三
号
中
「

（

72

）
」
を
「

（

21

）
」
に
、
「

別
記
様
式
第

号
別
記
様
式
第
２
号

13

40

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
号
と
す
る
。

条
第
１
項

第
８
条
第
１
項

第
条
関
係

第
条
関
係

第

別
記
様
式
第
十
四
号
中
「

（

72

）
」
を
「

（

21

）
」
に
、
「

別
記
様
式
第

号
別
記
様
式
第
３
号

14

40

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
号
と
す
る
。

条
第
４
項

第
８
条
第
４
項

第
条
関
係

第
条
関
係

第

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「

（

72

）
」
を
「

（

21

）
」
に
、
「

別
記
様
式
第

号
別
記
様
式
第
４
号

15

40

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
四
号
と
す
る
。

条
第
６
項

第
８
条
第
６
項

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「

（

73

）
」
を
「

（

22

）
」
に
、

別
記
様
式
第

号
甲

別
記
様
式
第
５
号
甲

16
第

条
関
係

第
条
関
係

第
条
の
２

第
条

第
条
関
係

第
条
関

「

65

」
を
「

35

」
に
、
「

（

73

）
」
を
「

（

22
別
記
様
式
第

号
乙

別
記
様
式
第
５
号
乙

16

）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
五
号
と
す
る
。

係

別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
中
「

（

74

）
」
を
「

（

23

）
」

別
記
様
式
第

号
の

別
記
様
式
第
６
号

16
2
第

条
関
係

第
条
関
係

に
、
「

65

」
を
「

36

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
六
号
と
す
る
。

第
条
の
３

第
条

第
条
関
係

第
条
関
係

第

別
記
様
式
第
十
七
号
中
「

（

81

）
」
を
「

（

28

）
」
に
、
「

別
記
様
式
第

号
別
記
様
式
第
７
号

17



45
40

」
を
「

15

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

条
第
１
項

第
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
第
１
項

様
式
第
七
号
と
す
る
。

第
条
関
係

第
条
関
係

第

別
記
様
式
第
十
八
号
中
「

（

81

）
」
を
「

（

28

）
」
に
、
「

別
記
様
式
第

号
別
記
様
式
第
８
号

18

45
40

」
を
「

15

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

条
第
４
項

第
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
第
４
項

様
式
第
八
号
と
す
る
。

第
条
関
係

第
条
関
係

第

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「

（

81

）
」
を
「

（

28

）
」
に
、
「

別
記
様
式
第

号
別
記
様
式
第
９
号

19

45
40

」
を
「

15

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

条
第
６
項

第
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
８
条
第
６
項

様
式
第
九
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。



（第29条関係）別記様式第10号

米穀の出荷又は販売の事業の開始届出書

年 月 日

地方農政事務所長 殿

商号、名称届出者

氏 名
（法人にあっては代表者の氏名）

住 所

電話番号（ ） -

米穀の出荷又は販売の事業を行いたいので、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法

律第47条第１項の規定により、届け出ます。

主たる事務所の所在地

電話番号（ ） -

年 月事業開始予定時期

約 精米トン届出時点での年間の出荷又は販売予定数量

備考

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 主たる事務所については、法人にあっては、本社業務を行っている住所とする。

３ 事業については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第29条第１項に規定する数量以上

を取扱う事業をいう。

４ 出荷又は販売予定数量については、「精米＝玄米×0.91」で換算する。



（第29条関係）別記様式第11号

米穀の出荷又は販売の事業の届出事項の変更届出書

年 月 日

地方農政事務所長 殿

商号、名称届出者

氏 名
（法人にあっては代表者の氏名）

住 所

電話番号（ ） -

米穀の出荷又は販売の事業の届出事項に変更がありましたので、主要食糧の需給及び価
格の安定に関する法律第47第２項の規定により、届け出ます。

年 月 日変更年月日

変更事項

変更前

変更後

備考

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 変更事項の欄には、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条第１項各号に掲げる事項のうち、

変更した事項を記載すること。



（第29条関係）別記様式第12号

米穀の出荷又は販売の事業の廃止届出書

年 月 日

地方農政事務所長 殿

商号、名称届出者

氏 名
（法人にあっては代表者の氏名）

住 所

電話番号（ ） -

米穀の出荷又は販売の事業を廃止したので、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法
律第47条第３項の規定により、届け出ます。

年 月 日廃止年月日

廃止の理由

備考

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 廃止の理由において、合併、経営譲渡等廃止後の当該事業について承継先がある場合は、具体的に記述す

ること。



(第33条関係)別記様式第13号

表

第 号

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第52条第2項の立入検査をする職員の身分証明書

官 職

氏 名

年 月 日生

年 月 日発行

写 真

農林水産大臣（地方農政事務所長） 印

（押出スタンプ）

裏

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律抜粋

（報告及び立入検査）

第52条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構若しくはセン

ターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対

し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者

の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況若

しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがで

きる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者に提示しなければならない。

３ 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則抜粋

（身分を示す証明書）

第33条 法第52条第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を

示す証明書は、別記様式第13号によるものとする。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８とすること。



別
記
様
式
第
二
十
号
を
削
る
。

（
農
産
物
検
査
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

農
産
物
検
査
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
七
年
政
令
第
三
百
五
十
七
号
」
の
下
に
「
。
第
二
十
三
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
米
穀
に
つ

い
て
の
同
項
の
品
位
等
検
査
」
及
び
「
又
は
第
十
五
条
第
二
項
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
四
号
中
「
及
び
農
産
物
検
査
を
行
お
う
と
す
る
場
所
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
を
削
り
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
二
十

四
条
と
し
、
第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
登
録
検
査
機
関
の
照
会
先
）

第
二
十
三
条

令
第
四
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
は
、
農
産
物
の
出
荷
の
事
業
を
行
う
者
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（

）

別
記
様
式
第
十
八
号
第
十
四
条
関
係
検
査
機
関
登
録
台
帳

登
録
番
号

登
録
年
月
日
年
月
日

登
録
更
新
年
月
日
及
び
変
更
登
録
年
月
日

登
録
検
査
機
関
の
名
称

年
月
日
更
新
・
変
更

年
月
日
更
新
・
変
更

代
表
者
氏
名

年
月
日
更
新
・
変
更

年
月
日
更
新
・
変
更

主
た
る
事
務
所

年
月
日
更
新
・
変
更

年
月
日
更
新
・
変
更

の
所
在
地

年
月
日
更
新
・
変
更

年
月
日
更
新
・
変
更

登
録
の
区
分

農
産
物
の
種
類

農
産
物
検
査
員

成
分
検
査
業
務
受
委
託
先

検
査
を
行
う
区
域
氏
名
生
年
住

所
証
明
書
受
委
託
登
録
検
査
機
関
の
代
表
者
氏
主
た
る
事
務
所
の

月
日

番
号
の
区
分
名
称

名
所
在
地

備
考



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
産
物
検
査
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

農
産
物
検
査
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
農
林
水
産
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
新
法
第
五
条
第
二
項
」
を
「
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
農

産
物
検
査
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
第

六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
五
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を

同
条
第
四
号
と
す
る
。




